
道　路　掘　削　許　可　申　請　書

令和　　　年　　　月　　　日

（あて先）　松　本　市　長

住　所

氏　名

（担当者）

次により、道路掘削工事を行いたいので申請します。

路 線 名 市道 号線

場 所 松本市

　令和     年     月     日　から 令和     年     月     日 までのうち 　　日間

掘削規制 有  ・  無 ｱｽﾌｧﾙﾄ ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 砂 利 ・ その他（　　 )  

同時施工 有  ・  無 上水・下水・ガス・他（　　　　）　／　同一溝内 ・ 別々

有  ・  無 （理由 ）

施工予定 ㎡

　全面通行止　・　片側通行止　・　その他　（　　　　　　　　 ）

会社名 請　負　・　直　営　・　自　営

責任者 連絡先 

※ 添付書類 ： 位置図(1/2,500程度)、付近見取図、掘削及び復旧の平面、断面、側面図、写真

上記について、次により許可してよろしいか。

担　当 係　長 担　当 係　長 第 号

許 可 日

 (特記等)

掘 削 の 目 的

工 事 の 期 間

掘 削 の 場 所

決

裁

欄

管　理　担　当

本 復 旧 の 予 定
令 和 年 月

通 行 規 制 の 方 法

備 考

工 事 施 工 者

維　持　担　当

車道 ・ 歩道 ・その他

・ ・

／ 本復旧面積　　Ａ＝

管理担当
課　長

処

理

欄

道 路 状 況

工 事 の 実 施 方 法

・ ・

・ ・

指　　令　　番　　号

仮 復 旧 完 了 日

本 復 旧 完 了 日

注) 別工事で施工する場合は無に○をし、その工事名と施行者を記載すること



道　路　掘　削　許　可　書

令和 年度

住　所

氏　名

（担当者）

次のとおり、道路掘削工事を許可します。

路 線 名 市道 号線　

場 所 松本市

　令和　　年　　月　　日　から 令和　　年　　月　　日 までのうち 　日間

掘削規制 有  ・  無 ｱｽﾌｧﾙﾄ ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 砂 利 ・ その他（　　　　　）

同時施工 有  ・  無 上水・下水・ガス・他（　　　　）　／　同一溝内 ・ 別々

有  ・  無 （理由 ）

施工予定 ㎡

　全面通行止　・　片側通行止　・　その他　（　　　　　　　　 ）

会社名 請　負　・　直　営　・　自　営

責任者 連絡先 

許可条件

令和　　年　　月　　日 　松 本 市 長

車道 ・ 歩道 ・その他

工 事 の 期 間

掘 削 の 目 的

備 考

道 路 状 況

工 事 の 実 施 方 法

本 復 旧 の 予 定

松本市指令管第　　　　　　号

／ 本復旧面積　　Ａ＝

通 行 規 制 の 方 法

工 事 施 工 者

令 和 年 月

掘 削 の 場 所

1  別途、道路交通法第77条に基づく道路使用許可（警察署）及び松本市火災予防条例第50条の規定に基づ く
道路工事届（消防署）の手続きをとること。

2 掘削はつぼ堀り、溝堀り、あるいは推進工法によるものとし、えぐり堀り（トンネル掘りを含む）は行ってはならない。
3 埋戻土は、クラッシャーラン(40～0)又はこれに同等以上のものを使用することとし、全土入替えにて行うこと。
4 埋め戻しは、各層２０㎝ごとにランマー等により入念に突き固めること。
5 舗装道路の仮復旧は、埋め戻し完了後直ちに実施し、交通の解放を図ること。
6 仮復旧にあたり舗装路面は、現況路面にすり合わせるものとし、余盛りはしないこと。
7 側溝、水路に掘削土砂や埋戻し土が極力入らない対策を図り、工事完了後には清掃を行うこと。
8 仮復旧完了後直ちに、占用工事（仮復旧）完了届を提出すること。尚、そのときに、原状の舗装路盤構成が確認
できる写真等を添付すること。（その結果に基づき本復旧の舗装構成を決定する）

9 本復旧は、仮復旧後概ね４ヶ月以上６ヶ月以内（冬季１２月～３月は施工不可）に行うこと。この際工事施工１０日
前迄に本復旧着手届を提出し、完了後には、占用工事完了届を提出すること。

10 明らかに工事の不良により起因したと認められる道路の損傷等については、本復旧後においても原因者におい
て修復すること。

※上記による他、関係法令、「松本市道路占用工事共通仕様書」を遵守すること。

注) 別工事で施工する場合は無に○をし、その工事名と施行者を記載すること


